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 ローン控除中古住宅は控除額拡大も︖ 
新築は省エネ性で優劣 
今月は 2022 年度税制改正大綱の解
説第 1 弾です。 

世間的にも今年の改正の目玉である住
宅ローン控除について、噂どおり控除率
が 1％→0.7％へ縮減されました。その
他、所得制限3000万→2000万な
ど改正項目も多々あり、延⻑というよりも
新制度が創設された、という認識でいい
でしょう。元々、ローン控除は消費税
8％増税時に倍増させ合計 400 万円
控除としていました (中古の個⼈間売買
での購入は消費税ゼロのため上記負担
軽減措置はなく合計 200 万円のまま)。
消費税増税も⼀般市⺠に馴染んできた
ということでこの負担軽減措置が無くな
り、代わりに脱炭素政策が色濃く出て建
物の省エネ性に応じて優劣を付け、加え
て会計検査院から指摘を受けていた逆
ザヤ問題解消のため控除率縮減となりま
した。中古は控除率縮減のみで上限
140万円とかなりの目減り感がありま
す。コロナ特例は影響がないようなので
今年の入居に限り上限 480 万の⼈も。 

中古築年数要件は緩和 
なお、業者が一定のリフォームをした
買取再販は新築扱いとなり、中古で
あっても省エネ性を満たせば上図のと
おり上限210万円でむしろ拡大とも
言えるかもしれません。ただしおそらく
証明書などを取らないといけないのでそ
の手間やコストとの兼ね合いでしょう
か。さらに、実務上最も影響が大きい
改正は築年数要件の緩和です。今ま
でマンション等 RC 系は築 25 年以
内、木造等⼾建系は築 20 年以内
に限りローン控除等の対象で、それを
超える場合は耐震証明書などの取得
が必須でした。これが 1982年以降
建築なら OK と緩和されましたのでロ
ーン控除対象物件が大きく拡大する
ことになります。なお、2024年 7月
以降の新築物件は省エネ性を満たし
ていないとローン控除不可となりこれ
からは省エネ性を満たすことがスタンダ
ードになります。ただこの適用不可の
物件を中古で購入すると控除OK に
なるという不思議な状態に…︖ 

 

今月のコメント 
皆様本年も宜しくお願い致します。 

小 5 の娘は中学受験のため塾、勉強に
追われていますが、今のところチアリーディン
グも続けていますので普段の学校、塾に加
え日曜日はチア、さらに水曜日にバク転教
室と大忙しです。先日チアでバク転をしたと
きに肘のところを痛め病院へ⾏ったところひ
び（軽い骨折）との診断。チアはかなり体
育会系なスポーツでどんどんレベルも上がっ
ていますので、難易度が上がると怪我の危
険性も上がるのだなと少し心配です。それ
にしてもチアのような団体競技は大変で
す。休んだり怪我をしたりするとチームに与
える影響も大きいので難しい面もあります。
適当に始めたチアですがとりあえず続けた
結果親も娘も段々のめり込んできました
が、娘は中学に入っても続けるんでしょうか
ね〜 
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